
(57)【要約】

【課題】高精度に信号無視車両を判定することができる

信号無視車両取締装置を提供する。

【解決手段】交差点の少なくとも停止線近傍から一定距

離前方の規定線までの検出エリア２３０を撮影するエリ

ア撮影カメラ２１０と、信号が赤の際、エリア撮影用カ

メラで撮像した画像を画像処理して、停止線の手前に位

置する車両を信号無視候補車両として記憶する候補車両

検出手段と、候補車両検出手段により信号無視候補車両

と認識された車両を追跡する候補車両追跡手段と、候補

車両追跡手段により追跡された候補車両が規定線を超え

た場合に信号無視車両と判断する違反車両判定手段とを

具える。信号が赤に変化した際、停止線よりも手前に位

置する車両を信号無視候補車両とし、この候補車両を追

跡して、停止線から一定距離前方の規定線をも超えた車

両を信号無視車両と判断する。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
交 差 点 の 少 な く と も 停 止 線 近 傍 か ら 一 定 距 離 前 方 の 規 定 線 ま で の 検 出 エ リ ア を 撮 影 す る エ
リ ア 撮 影 カ メ ラ と 、
赤 信 号 期 間 中 に 出 力 さ れ た 現 示 信 号 を 取 り 込 む 信 号 現 示 取 り 込 み 手 段 と 、
前 記 信 号 現 示 取 り 込 み 手 段 に よ り 信 号 が 赤 の 際 、 エ リ ア 撮 影 用 カ メ ラ で 撮 像 し た 画 像 を 画
像 処 理 し て 、 停 止 線 の 手 前 に 位 置 す る 車 両 を 信 号 無 視 候 補 車 両 と し て 記 憶 す る 候 補 車 両 検
出 手 段 と 、
前 記 候 補 車 両 検 出 手 段 に よ り 信 号 無 視 候 補 車 両 と 認 識 さ れ た 車 両 を 追 跡 す る 候 補 車 両 追 跡
手 段 と 、
前 記 候 補 車 両 追 跡 手 段 に よ り 追 跡 さ れ た 候 補 車 両 が 規 定 線 を 超 え た 場 合 に 信 号 無 視 車 両 と
判 断 す る 違 反 車 両 判 定 手 段 と を 具 え る こ と を 特 徴 と す る 信 号 無 視 車 両 取 締 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
さ ら に 、 信 号 無 視 車 両 の 運 転 者 と ナ ン バ ー プ レ ー ト を 撮 影 す る 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ と 、
前 記 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ で 撮 影 さ れ た 運 転 者 と ナ ン バ ー プ レ ー ト の 画 像 デ ー タ を 中 央 監 視
セ ン タ ー に 出 力 す る 違 反 デ ー タ 出 力 手 段 と を 具 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 信
号 無 視 車 両 取 締 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 交 差 点 に お い て 信 号 機 の 赤 信 号 を 無 視 し て 通 過 す る 車 両 を 取 り 締 ま る 信 号 無 視
取 締 装 置 に 関 す る も の で あ る 。 特 に 、 誤 っ て 停 止 線 を 超 え て 停 止 し た 車 両 や 、 黄 信 号 で 交
差 点 に 進 入 し 、 赤 信 号 で 通 過 す る 車 両 を 違 反 車 両 と 判 断 す る こ と の な い 、 高 精 度 の 判 断 能
力 を 有 す る 信 号 無 視 取 締 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 の 信 号 無 視 車 両 取 締 装 置 と し て は 、 次 の 技 術 が 挙 げ ら れ る 。
▲ １ ▼ 特 開 平 １ １ － １ ８ ５ １ ９ ４ 号 公 報
こ の 発 明 は 、 画 像 処 理 に よ り 車 両 の 交 差 点 へ の 進 入 を 検 出 し 、 車 両 が 予 め 設 定 さ れ た 通 過
判 定 位 置 に 達 し て い る か ど う か と 信 号 の 状 態 と を 合 わ せ て 信 号 無 視 を 判 定 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
▲ ２ ▼ 特 開 平 ６ － ２ ５ １ ２ ８ ５ 号 公 報
こ の 発 明 は 、 交 差 点 に 進 入 す る 車 両 の 速 度 が 設 定 速 度 以 上 で か つ 赤 信 号 の と き に 信 号 無 視
と 判 定 す る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
▲ ３ ▼ 特 開 平 １ １ － ４ ５ ３ ９ ４ 号 公 報
こ の 発 明 は 、 交 差 点 の 入 口 、 出 口 で 車 両 ナ ン バ ー を 読 み 取 っ て 比 較 す る こ と に よ り 、 交 差
点 の 通 過 を 検 出 し 、 信 号 の 状 態 と 合 わ せ て 信 号 無 視 を 判 定 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
し か し 、 上 記 の 従 来 技 術 に は 次 の よ う な 問 題 が あ っ た 。
▲ １ ▼ 停 止 線 を 超 え て 停 車 し た 車 を 信 号 無 視 車 両 と し て 検 出 し て し ま う 。 特 開 平 １ １ － １
８ ５ １ ９ ４ 号 公 報 の 発 明 で は 、 交 差 点 へ の 進 入 と 信 号 現 示 （ 赤 ） だ け か ら 信 号 無 視 を 判 定
し て い る た め 、 停 止 線 を 超 え て 停 止 し た 車 両 も 信 号 無 視 車 両 と 判 断 し て し ま う 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
▲ ２ ▼ 黄 信 号 時 に 交 差 点 に 進 入 し 、 赤 信 号 で 交 差 点 を 通 過 す る 車 両 を 信 号 無 視 車 両 と し て
検 出 し て し ま う 。 特 開 平 １ １ － １ ８ ５ １ ９ ４ 号 公 報 や 特 開 平 ６ － ２ ５ １ ２ ８ ５ 号 公 報 の 発
明 は 、 進 入 後 の 信 号 現 示 （ 赤 ） を 基 本 と し て 判 定 し て い る た め 、 黄 信 号 で 交 差 点 に 進 入 し
た 車 両 を 排 除 し て 適 正 な 違 反 検 出 を 行 う こ と が で き な い 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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▲ ３ ▼ 信 号 無 視 し て 交 差 点 を ノ ロ ノ ロ 通 過 す る 車 両 を 信 号 無 視 車 両 と し て 検 出 で き な い 。
特 開 平 ６ － ２ ５ １ ２ ８ ５ 号 公 報 の 発 明 は 、 進 入 速 度 と 信 号 現 示 （ 赤 ） か ら 信 号 無 視 を 判 定
し て い る た め 、 進 入 速 度 が 大 き い 車 両 は 止 ま ら ず 通 過 す る で あ ろ う と の 考 え か ら 、 進 入 速
度 の 大 き さ で 通 過 を 判 定 し よ う と し て い る た め で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
▲ ４ ▼ 交 差 点 の 通 過 を 見 よ う と す る と コ ス ト が 増 大 す る 。 特 開 平 １ １ － ４ ５ ３ ９ ４ 号 公 報
の 発 明 は 、 流 入 側 と 流 出 側 の 両 方 で ナ ン バ ー を 読 み 取 り 、 比 較 し て い る た め 各 々 に カ メ ラ
と 画 像 処 理 装 置 が 必 要 と な り 、 コ ス ト 増 大 の 原 因 と な る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
従 っ て 、 本 発 明 の 主 目 的 は 、 高 精 度 に 信 号 無 視 車 両 を 判 定 す る こ と が で き る 信 号 無 視 車 両
取 締 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 は 、 停 止 線 の 通 過 と 、 停 止 線 か ら 一 定 距 離 前 方 に 位 置 す る 規 定 線 の 通 過 と の 両 方 を
組 み 合 わ せ て 判 断 す る こ と で 上 記 の 目 的 を 達 成 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
す な わ ち 、 本 発 明 信 号 無 視 車 両 取 締 装 置 は 、 交 差 点 の 少 な く と も 停 止 線 近 傍 か ら 一 定 距 離
前 方 の 規 定 線 ま で の 検 出 エ リ ア を 撮 影 す る エ リ ア 撮 影 カ メ ラ と 、 赤 信 号 期 間 中 に 出 力 さ れ
た 現 示 信 号 を 取 り 込 む 信 号 現 示 取 り 込 み 手 段 と 、 前 記 信 号 現 示 取 り 込 み 手 段 に よ り 信 号 が
赤 の 際 、 エ リ ア 撮 影 用 カ メ ラ で 撮 像 し た 画 像 を 画 像 処 理 し て 、 停 止 線 の 手 前 に 位 置 す る 車
両 を 信 号 無 視 候 補 車 両 と し て 記 憶 す る 候 補 車 両 検 出 手 段 と 、 前 記 候 補 車 両 検 出 手 段 に よ り
信 号 無 視 候 補 車 両 と 認 識 さ れ た 車 両 を 追 跡 す る 候 補 車 両 追 跡 手 段 と 、 前 記 候 補 車 両 追 跡 手
段 に よ り 追 跡 さ れ た 候 補 車 両 が 規 定 線 を 超 え た 場 合 に 信 号 無 視 車 両 と 判 断 す る 違 反 車 両 判
定 手 段 と を 具 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
信 号 が 赤 に 変 化 し た 際 、 停 止 線 よ り も 手 前 （ 車 両 進 行 方 向 に 向 か っ て 後 側 ） に 位 置 す る 車
両 を 信 号 無 視 候 補 車 両 と し 、 こ の 候 補 車 両 を 追 跡 し て 、 停 止 線 か ら 一 定 距 離 前 方 の 規 定 線
を も 超 え た 車 両 を 信 号 無 視 車 両 と 判 断 す る 。 そ の た め 、 黄 信 号 で 停 止 線 を 超 え て 交 差 点 内
に 進 入 し 通 過 し よ う と す る 車 両 や 、 単 に 停 止 線 を 超 え て 停 止 し た 車 両 を 信 号 無 視 車 両 と は
判 断 せ ず 、 一 方 で 信 号 を 無 視 し て 低 速 で 交 差 点 を 通 過 す る 車 両 を 確 実 に 信 号 無 視 車 両 と し
て 捉 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
ま た 、 停 止 線 か ら 所 定 距 離 前 方 の 規 定 線 を も 超 え る 車 両 を 信 号 無 視 車 両 と す る た め 、 直 進
車 両 を 確 実 に 検 出 し て 撮 影 す る こ と が で き 、 ナ ン バ ー の 写 ら な い 左 折 車 や 右 折 車 を 誤 っ て
撮 影 す る こ と が な い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
本 発 明 装 置 に お い て 、 規 定 線 の 位 置 は 停 止 線 よ り も 十 分 に 進 行 方 向 前 方 と し て お く 。 例 え
ば 、 赤 信 号 中 に 停 止 線 を 超 え て 停 止 す る 車 両 が 通 常 は 到 達 す る は ず の な い 距 離 だ け 停 止 線
よ り 前 方 に 規 定 線 を 設 定 す る 。 一 般 乗 用 車 の 場 合 、 平 均 車 長 は ５ ｍ 前 後 で あ る こ と が 多 く
、 停 止 線 か ら 平 均 車 長 の １ ． ０ ～ ２ ． ０ 倍 以 上 程 度 の 距 離 だ け 離 れ た 位 置 を 規 定 線 と す る
こ と が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
エ リ ア 撮 影 カ メ ラ の 画 像 は 、 画 像 処 理 に よ り 停 止 線 、 車 両 を 抽 出 す る 。 停 止 線 の 認 識 は 、
予 め 車 両 の な い 画 像 を 撮 像 し 、 そ の 画 像 中 に お け る 道 路 と 白 線 と の 明 る さ の 差 が 一 定 以 上
相 違 す る こ と で 抽 出 す る 方 法 や 、 画 像 を 微 分 し て 停 止 線 の 境 界 部 を 抽 出 す る 方 法 が 利 用 で
き る 。 エ リ ア 撮 影 カ メ ラ は 定 点 撮 影 を 行 っ て い る の で 、 予 め 停 止 線 位 置 を 設 定 し て お い て
も 良 い 。 停 止 線 が 特 定 で き れ ば 、 停 止 線 か ら 所 定 距 離 前 方 の 位 置 を 規 定 線 と 設 定 す れ ば 良
い 。 こ の 規 定 線 の 設 定 は 作 業 者 が 行 う 。
【 ０ ０ １ ６ 】
車 両 の 認 識 は 、 予 め 撮 像 し て お い た 車 両 の な い 画 像 と 車 両 の 存 在 す る 画 像 と の 差 分 計 算 を
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行 っ て 、 画 像 の 明 る さ が 変 化 す る 部 分 を 求 め 、 明 る さ の 大 き く 変 化 す る 個 所 が 車 両 、 変 化
の 小 さ い 個 所 が 背 景 で あ る と 認 識 す る 。 も ち ろ ん 、 画 像 を 微 分 し て 車 両 の 輪 郭 を 抽 出 す る
方 法 も 利 用 で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
候 補 車 両 追 跡 手 段 は 、 例 え ば 、 あ る 画 像 中 に お い て 車 両 と 認 識 し た 領 域 と 、 サ ン プ リ ン グ
時 間 Δ ｔ 後 に 車 両 と 認 識 し た 領 域 に あ る 割 合 以 上 の 重 な り が あ り 、 こ れ ら 車 両 領 域 の 移 動
ベ ク ト ル が 前 進 方 向 で あ る 場 合 に 同 一 車 両 が 進 行 し て い る と 認 識 す る 構 成 が 挙 げ ら れ る 。
そ し て 、 順 次 サ ン プ リ ン グ 時 間 Δ ｔ 後 の 車 両 領 域 と の 比 較 を 行 っ て 車 両 を 追 跡 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
さ ら に 、 信 号 無 視 車 両 の 運 転 者 と ナ ン バ ー プ レ ー ト を 撮 影 す る 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ と 、 前
記 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ で 撮 影 さ れ た 運 転 者 と ナ ン バ ー プ レ ー ト の 画 像 デ ー タ を 中 央 監 視 セ
ン タ ー に 出 力 す る 違 反 デ ー タ 出 力 手 段 と を 具 え る こ と が 好 ま し い 。 こ の 構 成 に よ り 、 交 差
点 近 傍 で は 全 く の 無 人 で 信 号 無 視 車 両 の 検 出 を 行 い 、 中 央 監 視 セ ン タ ー に て 一 括 し て 信 号
無 視 車 両 の 監 視 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 説 明 す る 。
図 １ は 本 発 明 装 置 の 概 略 構 成 図 、 図 ２ は 本 発 明 装 置 の 機 能 ブ ロ ッ ク 図 、 図 ３ は 本 発 明 装 置
の 信 号 無 視 車 両 判 定 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト 、 図 ４ は 検 出 エ リ ア の 説 明 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
図 １ に 示 す よ う に 、 交 差 点 の 車 両 流 出 側 に エ リ ア 撮 影 カ メ ラ ２ １ ０ と 、 違 反 車 両 撮 影 カ メ
ラ ２ ２ ０ と を 設 置 し て 、 交 差 点 の 車 両 流 入 側 を 撮 影 し 、 得 ら れ た 画 像 を 画 像 処 理 装 置 に 取
り 込 ん で 違 反 車 両 の 判 定 を 行 う 。 ま た 、 信 号 ３ ０ ０ に は 現 在 点 灯 し て い る 信 号 状 態 を 検 知
し 、 赤 信 号 の 間 、 現 示 信 号 を 出 力 す る 信 号 制 御 機 構 が 具 え ら れ て い る 。 こ の 現 示 信 号 を 画
像 処 理 装 置 １ ０ の 信 号 現 示 取 込 手 段 に 取 り 込 ん で 、 違 反 車 両 の 判 定 に 利 用 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
エ リ ア 撮 影 カ メ ラ ２ １ ０ は 、 交 差 点 の 特 定 車 線 に お け る 停 止 線 手 前 か ら 所 定 距 離 前 方 に 離
れ た 規 定 線 ま で の 検 出 エ リ ア ２ ３ ０ を 画 像 と し て 捉 え る こ と が で き る よ う に 設 置 さ れ て い
る 。 エ リ ア 撮 影 カ メ ラ ２ １ ０ で の 撮 像 は 、 画 像 処 理 装 置 １ ０ に お け る 信 号 現 示 取 込 手 段 １
５ よ り 赤 信 号 期 間 中 に 出 力 さ れ る 現 示 信 号 に 同 期 し て 行 わ れ 、 信 号 が 黄 色 か ら 赤 に 変 わ っ
た 際 の 検 出 エ リ ア ２ ３ ０ を 撮 像 す る 。 一 方 、 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ ２ ２ ０ は 、 後 述 す る 処 理
に よ り 信 号 無 視 車 両 と 判 断 さ れ た 車 両 の 運 転 者 お よ び ナ ン バ ー プ レ ー ト を 撮 影 す る 。 両 カ
メ ラ ２ １ ０ 、 ２ ２ ０ に は 、 Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ な ど を 利 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
エ リ ア 撮 影 カ メ ラ ２ １ ０ で 撮 像 さ れ た 画 像 は 画 像 処 理 装 置 １ ０ に お い て デ ジ タ ル デ ー タ と
し て 保 存 さ れ る 。 こ の 画 像 処 理 装 置 １ ０ は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 信 号 現 示 取 込 手 段 １ ５ 、
移 動 体 抽 出 手 段 ２ ０ 、 車 両 認 識 手 段 ２ ５ 、 候 補 車 両 検 出 手 段 ３ ０ 、 候 補 車 両 追 跡 手 段 ３ ５
、 違 反 車 両 判 定 手 段 ４ ０ が 用 い ら れ る 。 こ れ ら の 各 手 段 を 用 い て 図 ３ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー
ト の 手 順 に て 信 号 無 視 車 両 の 検 出 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
ま ず 、 移 動 体 抽 出 手 段 ２ ０ に よ り 画 像 中 の 移 動 体 （ 車 両 な ど ） の 認 識 を 行 う 。 そ の 際 、 信
号 現 示 取 り 込 み 手 段 よ り 赤 信 号 期 間 中 に 現 示 信 号 を 出 力 し （ Ｓ １ ） 、 黄 信 号 か ら 赤 信 号 に
変 わ っ た 際 に お け る 画 像 で 移 動 体 の 認 識 を 行 う （ Ｓ ２ ） 。 移 動 体 の 認 識 に は 、 予 め 撮 像 し
て お い た 車 両 の な い 画 像 と 移 動 体 の 存 在 す る 画 像 と の 差 分 計 算 を 行 っ て 、 画 像 の 明 る さ が
変 化 す る 部 分 を 求 め 、 明 る さ の 大 き く 変 化 す る 個 所 が 移 動 体 、 変 化 の 小 さ い （ な い ） 個 所
が 背 景 で あ る と 認 識 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
次 に 、 車 両 認 識 手 段 ２ ５ に よ り 、 移 動 体 の う ち 、 車 両 を 歩 行 者 や 自 転 車 あ る い は 二 輪 車 と
区 別 す る （ Ｓ ３ ） 。 こ の 区 別 は 移 動 体 の 大 き さ を 基 準 に 判 定 す る 。 例 え ば 、 移 動 体 と 判 断
さ れ た 領 域 が 所 定 の 面 積 以 上 で あ る 場 合 に 車 両 で あ る と 判 定 す る 。 そ の 他 、 移 動 体 と 認 識
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さ れ た 領 域 の 幅 や 高 さ を 基 準 に 判 定 し て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
候 補 車 両 検 出 手 段 ３ ０ は 、 画 像 中 で 認 識 さ れ た 車 両 の う ち 、 黄 信 号 か ら 赤 信 号 に 変 わ っ た
時 点 に お い て 停 止 線 よ り も 手 前 （ 車 両 進 行 方 向 に 対 し て 後 ろ ） に 位 置 す る 車 両 を 信 号 無 視
候 補 車 両 と 判 断 す る 。 そ し て 、 信 号 無 視 候 補 車 両 と 判 断 し た 車 両 の 画 像 デ ー タ を 記 憶 し （
Ｓ ４ ） 、 そ の 画 像 デ ー タ を 候 補 車 両 追 跡 手 段 ３ ５ に 出 力 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
候 補 車 両 追 跡 手 段 ３ ５ で は 、 信 号 無 視 候 補 車 両 を 追 跡 す る （ Ｓ ５ ） 。 こ の 追 跡 手 段 は 、 あ
る 画 像 中 に お い て 車 両 と 認 識 し た 領 域 と 、 サ ン プ リ ン グ 時 間 Δ ｔ 後 に 車 両 と 認 識 し た 領 域
に あ る 割 合 以 上 の 重 な り が あ り 、 こ れ ら 車 両 領 域 の 移 動 ベ ク ト ル が 前 進 方 向 で あ る 場 合 に
同 一 車 両 が 進 行 し て い る と 認 識 す る 。 そ し て 、 順 次 サ ン プ リ ン グ 時 間 Δ ｔ 後 の 車 両 領 域 と
の 比 較 を 行 っ て 車 両 を 追 跡 し 、 車 両 領 域 の 更 新 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
違 反 車 両 判 定 手 段 ４ ０ は 、 候 補 車 両 追 跡 手 段 ３ ５ で 追 跡 し た 車 両 が 停 止 線 ２ ３ １ か ら 規 定
距 離 Ｌ だ け 離 れ た 規 定 線 ２ ３ ２ （ 図 ４ の ラ イ ン Ｂ ） ま で 到 達 し た 場 合 に 信 号 無 視 車 両 と 判
定 す る 。 こ こ で の 距 離 Ｌ は 停 止 線 ２ ３ １ を 超 え て 停 車 す る 車 両 が 通 常 は 到 達 で き な い よ う
な 距 離 を 設 定 す る 。 す な わ ち 、 ま ず 車 両 が 規 定 線 を 超 え る 位 置 ま で 走 行 し た か ど う か を 検
知 し （ Ｓ ６ ） 、 次 い で 信 号 現 示 取 込 手 段 １ ５ よ り 信 号 が 赤 の ま ま か ど う か を 検 知 し て （ Ｓ
７ ） 、 車 両 が 規 定 線 を 超 え 、 か つ 信 号 が 赤 の 場 合 に 信 号 無 視 車 両 と 判 断 す る （ Ｓ ８ ） 。 信
号 無 視 車 両 と 判 断 さ れ れ ば 、 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ ２ ２ ０ で 運 転 者 と ナ ン バ ー プ レ ー ト を 撮
影 す る （ Ｓ ９ ） 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
そ し て 、 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ で 撮 影 し た 画 像 デ ー タ を 日 時 デ ー タ と 共 に 違 反 デ ー タ 出 力 手
段 ２ ４ ０ よ り 中 央 監 視 セ ン タ ー な ど に 送 信 す る （ Ｓ １ ０ ） 。 こ の 送 信 は 無 線 で あ っ て も 有
線 で あ っ て も 構 わ な い 。 違 反 デ ー タ の 送 信 を 行 っ た 後 は 、 再 度 信 号 が 赤 に な っ た か ど う か
を 検 知 す る 手 順 Ｓ １ に 戻 っ て 同 様 の 違 反 車 両 検 出 を 繰 り 返 す 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
一 方 、 規 定 線 を 超 え る 位 置 ま で 車 両 が 到 達 し て い な い 場 合 は 、 候 補 車 両 追 跡 手 段 ３ ５ で 車
両 の 追 跡 を 続 行 す る 。 ま た 、 信 号 が 赤 で な け れ ば 、 信 号 が 赤 に な っ た か ど う か を 検 知 す る
手 順 Ｓ １ に 戻 る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
こ の よ う に 、 信 号 が 赤 に な っ た 際 に 停 止 線 よ り も 手 前 に 位 置 す る 車 両 を 追 跡 し 、 停 止 線 よ
り も 一 定 距 離 前 方 の 規 定 線 を も 超 え た 車 両 を 信 号 無 視 車 両 と 判 断 す る こ と で 、 黄 信 号 で 交
差 点 に 進 入 し て 通 過 す る 車 両 や 単 に 停 止 線 を 超 え て 停 止 し た 車 両 を 誤 っ て 違 反 車 両 と 検 出
す る こ と が な い 。 一 方 で 信 号 を 無 視 し て 低 速 で 交 差 点 を 通 過 す る 車 両 は 確 実 に 信 号 無 視 車
両 と し て 捉 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 信 号 無 視 取 締 装 置 に よ れ ば 、 赤 信 号 に な っ て か ら 交 差 点 に 進
入 し 、 そ の 速 度 に 関 わ ら ず 通 過 す る 車 両 だ け を 確 実 に 検 出 し て 高 精 度 の 違 反 車 両 検 知 を 行
う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
例 え ば 、 信 号 現 示 が 黄 色 で 交 差 点 に 進 入 し 、 交 差 点 を 赤 信 号 で 通 過 す る 車 両 を 検 出 す る こ
と が な い 。 停 止 線 を 越 え て 停 止 し た 車 両 も 誤 っ て 検 出 す る こ と が な い 。 一 方 、 信 号 を 無 視
し て 低 速 で 交 差 点 を 通 過 す る 車 両 は 違 反 車 両 と し て 確 実 に 検 出 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
ま た 、 停 止 線 か ら 一 定 距 離 走 行 し た 車 両 を 違 反 車 両 と し て い る の で 、 直 進 車 両 を 的 確 に 検
出 し て 撮 影 す る こ と が で き る 。 従 っ て 、 ナ ン バ ー の 写 ら な い 左 折 車 、 右 折 車 を 信 号 無 視 車
両 と し て 撮 影 す る こ と が な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
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【 図 １ 】 本 発 明 装 置 の 使 用 状 態 を 示 す 概 略 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 装 置 の 機 能 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 装 置 で の 違 反 車 両 検 出 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ４ 】 検 出 エ リ ア に お け る 停 止 線 と 規 定 線 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ ０ 　 画 像 処 理 装 置
１ ５ 　 信 号 現 示 取 込 手 段
２ ０ 　 移 動 体 抽 出 手 段
２ ５ 　 車 両 認 識 手 段
３ ０ 　 候 補 車 両 検 出 手 段
３ ５ 　 候 補 車 両 追 跡 手 段
４ ０ 　 違 反 車 両 判 定 手 段
２ １ ０ 　 エ リ ア 撮 影 カ メ ラ
２ ２ ０ 　 違 反 車 両 撮 影 カ メ ラ
２ ３ ０ 　 検 出 エ リ ア
２ ３ １ 　 停 止 線
２ ３ ２ 　 規 定 線
２ ４ ０ 　 違 反 デ ー タ 出 力 手 段
３ ０ ０ 　 信 号
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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